
区域計画の変更の認定申請書 

令和８年５月 日 

内閣総理大臣 殿 

宮城県・熊本県国家戦略特別区域会議 

 令和８年３月 10日付けで認定を受けた区域計画について下記のとおり変更したいので、

国家戦略特別区域法第９条第１項の規定及び同法附則第３条に規定する措置に基づき、認

定を申請します。 

１ 変更事項 

⑴ 「法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容」中、「国家戦略特区支援利

子補給金の支給事業」に１事業追加する。

⑵ 「法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容」に、「国家戦略特別区域会

社設立登記手続の英語対応事業」を追加する。

２ 変更事項の内容 

 別紙のとおり。 

（案） 資料24 
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宮城県・熊本県 国家戦略特別区域 区域計画（変更案） 

 

 令 和 ８ 年 ５ 月  日 

 宮城県・熊本県国家戦略特別区域会議 

 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）、（２） 略 

 

（３）名称：国家戦略特区支援利子補給金の支給事業 

    内容：指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支援 

（国家戦略特別区域法第 28 条に規定する国家戦略特区支援利子補給金の 

支給事業） 

        
①～④ 略 

 

     ⑤ 半導体関連産業の拠点形成の推進・波及に資する、検査等後工程の国内初

ワンストップ対応施設整備等事業 

       ダルマエレクトロニクス株式会社が、半導体製造（半導体チップ等搭載プ

リント基板等）の検査等後工程のボリューム・スピードアップ等ニーズに

対応した、ワンストップ検査等施設の整備を通じて検査等の国内での完結

体制の構築及び半導体パッケージ製品等の生産性・品質向上を図る、地域

産業の高度化や活性化、雇用機会の増大等に係る事業（国家戦略特別区域

法施行規則第１条第４号チに該当するもの）を行うことにより、半導体関

連産業・先端技術における我が国の国際競争力の強化及び国際的な経済活

動の拠点の形成に相当程度寄与する。（熊本県） 

 

 

（４）名称：国家戦略特別区域会社設立登記手続の英語対応事業 

    内容：会社の設立登記申請等に係る英語での手続の支援に関する特例 

（国家戦略特別区域法第 26 条に規定する政令等規制事業） 

 海外企業の国内進出を促進するため、会社設立に必要な商業登記・定款認

証に係る申請手続が英語で完結するよう、以下に掲げる地域において、英

語による入力・選択のみで申請書及びこれに添付する定款等の作成を可能

とする法務省のツールを活用して申請手続を自治体が支援する。 
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① 熊本県全域【令和８年度から実施予定】 

 

以下 略 
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新旧対照表 

 

宮城県・熊本県 国家戦略特別区域 区域計画 

改正案 現行 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）、（２）略 

 

（３）名称：国家戦略特区支援利子補給金の支給事業 

    内容：指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支援 

（国家戦略特別区域法第 28 条に規定する国家戦略特区支援利子補給金の

支給事業） 

 

①～④ 略 

 

     ⑤ 半導体関連産業の拠点形成の推進・波及に資する、検査等後工程の国内

初ワンストップ対応施設整備等事業 

ダルマエレクトロニクス株式会社が、半導体製造（半導体チップ等搭載

プリント基板等）の検査等後工程のボリューム・スピードアップ等ニー

ズに対応した、ワンストップ検査等施設の整備を通じて検査等の国内で

の完結体制の構築及び半導体パッケージ製品等の生産性・品質向上を図

る、地域産業の高度化や活性化、雇用機会の増大等に係る事業（国家戦

略特別区域法施行規則第１条第４号チに該当するもの）を行うことによ

り、半導体関連産業・先端技術における我が国の国際競争力の強化及び

国際的な経済活動の拠点の形成に相当程度寄与する。（熊本県） 

 

 （４）名称：国家戦略特別区域会社設立登記手続の英語対応事業 

    内容：会社の設立登記申請等に係る英語での手続の支援に関する特例 

１ 略 

 

２ 法第２条第２項に規定する特定事業の名称及び内容 

 （１）、（２）略 

 

（３）名称：国家戦略特区支援利子補給金の支給事業 

    内容：指定金融機関が行う貸付けに係る利子補給金の支援 

（国家戦略特別区域法第 28 条に規定する国家戦略特区支援利子補給金の

支給事業） 

 

①～④ 略 

 

［加える。］ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［加える。］ 
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（国家戦略特別区域法第26条に規定する政令等規制事業） 

海外企業の国内進出を促進するため、会社設立に必要な商業登記・定

款認証に係る申請手続が英語で完結するよう、以下に掲げる地域にお

いて、英語による入力・選択のみで申請書及びこれに添付する定款等

の作成を可能とする法務省のツールを活用して申請手続を自治体が支

援する。 

① 熊本県全域【令和8年度から実施予定】

以下 略 以下 略 




